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（那珂川・久慈川渇水調整協議会
事務局）

問い合わせ先

茨城県水戸市千波町１９６２－２   電話  029-240-4061 (代表）
国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所

　引き続き、那珂川・久慈川流域における水資源の有効利用のため、節水へのご協力をお
願いします。

那珂川の取水制限を一時的に解除します。

一時解除日時：　令和元年５月２１日（火）１８時から

　那珂川においては、令和元年５月１３日正午から農業用水１５％、都市用水１０％
の取水制限を再開しています。
　降雨等の影響により、野口地点に設置した水位計の水位観測値が、流量に換算して
概ね１００m3/sに相当する－１．２５ｍ（Ｔ．Ｐ．２０．５０６ｍ）以上となり、か
つ、直近の塩水遡上観測結果等から、２００ｍｇ/ℓの塩分が那珂川１７．５ｋｍ地点
に到達していないことが確認されました。

　　［那珂川の流況］
　　　・野口地点水位：　－１．２２ｍ（５月２１日１４時３０分時点）
　　　・２００ｍｇ/ℓの塩分到達距離：１５．９ｋｍ（５月２１日５時５分時点）

　那珂川・久慈川渇水調整協議会（会長：国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事
務所長　八尋　裕）(※)において５月２０日に決定した「那珂川渇水調整協議会確認
事項（別添参照）」の（１）により、５月２１日１８時から取水制限を一時的に解除
することとなりました。

令和元年５月２１日 （火 ）
国土交通省関東地方整備局
常 陸 河 川 国 道 事 務 所

お 知 ら せ

那珂川・久慈川渇水調整協議会は、那珂川及び久慈川の渇水時における水利使用の調
整を円滑に行うために設置されたもので、国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事
務所、茨城県、栃木県、福島県の関係部局及び関係市町村により構成されています。
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○ 那珂川の取水制限に係る当面の運用について
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上記（７）の必要が生じた場合は、土日祝日中であっても、緊急連絡体制をもって
当協議会を速やかに開催するものとする。

上記（４）の取水制限の実施時期は、同記①または②の事象が生じた翌日の正午か
らとし、事務局から緊急連絡網によりＦＡＸ通知する。（土日祝日でも確認可能な
体制を継続・維持するものとする。）

上記の他、河川流況や塩分遡上の状況等により取水制限措置を変更する必要が生じ
た場合（全面解除する場合を含む）は、再協議の上、見直しを行うものとする。

取水制限の一時解除期間中であっても、取水量抑制に努めることとする。

その後の水象、気象状況により、①那珂川１７．５ｋｍ地点まで２００ｍｇ/ℓの塩
分が遡上した場合、もしくは、②野口地点の流量が２５ｍ3/ｓ未満となった場合、
一定規模以上の取水実績を有する利水者に対して取水制限を再開することとし、取
水制限率は農業用水１５％、都市用水１０％とする。
これ以外の利水者にあっても、取水量抑制について最大限の努力を要請する。

上記（４）の取水制限は、過去３年間の同時期における取水実績（平均）を基準と
する。

　那珂川の流況が一気に改善するようなまとまった降雨がなく、取水制限が継続している状
況下、塩水の遡上抑制や河川環境の保全に配慮しつつ、水象、気象の状況変化に応じて限ら
れた水資源を有効に利用する観点から、那珂川の取水制限に係る当面の運用について、次の
とおり確認する。

今後の水象、気象状況により、野口地点に設置した水位計の水位観測値が、流量に
換算して概ね１００m3/sに相当する－１．２５ｍ（Ｔ．Ｐ．２０．５０６ｍ）以上
となり、かつ、直近の塩水遡上観測結果等から、２００ｍｇ/ｌの塩分が、那珂川・
県央広域工業用水道事業及び那珂市水道取水口の位置する那珂川１７．５ｋｍ地点
に到達していないと判断された時点から３時間を経過した直後の正時より、取水制
限を解除する。ただし、３時間を経過した直後の正時が午後９時以降となる場合に
は、解除時刻を翌日の正午とする。

上記（１）の状況を確認した場合、那珂川渇水調整協議会事務局は、緊急連絡網に
より、速やかに協議会会員に解除時刻とともにＦＡＸで連絡するものとする。

那珂川渇水調整協議会確認事項

令 和 元 年 ５ 月 ２ ０ 日



【那珂川渇水調整協議会確認事項　 (2/2) 】
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（１） 緊急連絡体制の整備
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取水制限再開後、再び上記（１）の状況が確認された場合、同項の手順により取水
制限を一時的に解除し、さらにその後上記（４）の状況が確認された場合には、同
項の手順により取水制限を再開するものとする。

都市用水については、必要に応じて節水と水質汚濁の防止について、関係住民にチ
ラシ、パンフレット、広報車等により呼びかけを行うものとする。また、大口需要
者については、節水の協力要請を行うものとする。

各利水者は、相互に協力し円滑な水運用が図られるよう、最大限の努力を行うもの
とする。

茨城県及び栃木県は、関係利水者に対し、調整池やため池の活用の徹底、取水口ご
との取水量の管理の徹底及び反復利用の徹底を呼びかけるものとする。

令 和 元 年 ５ 月 ２ ０ 日

県担当部局及び市町村は、相互に協力して関係利水者に対して責任をもって指導す
るものとする。


